
 ◆資料２◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （一般市区町村） 
 
Ⅰ-１．回答者の属する都道府県名 

 

  

－ 138 －



 ◆資料２◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （一般市区町村） 
 
Ⅰ-２．自治体の種類 

 

 

Ⅰ-３．平成 28 年 4 月 1 日現在の人口 

 

 

Ⅰ-４．平成 28 年 4 月 1 日現在の児童人口（18 歳未満人口）の割合 

 

 

Ⅰ-５．子ども家庭福祉主幹課長の職種 

 

 

Ⅱ-１．子ども家庭相談に従事している職員の人数 

 

 

Ⅱ-２．子ども家庭相談に従事している職員の人数のうち専従／兼務職員の人数 

 

 

 

  

－ 139 －



 ◆資料２◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （一般市区町村） 
 
Ⅱ-３．子ども家庭相談に従事している職員の人数のうち常勤非常勤職員の人数 

 

 

Ⅱ-４．要対協の経年年数 

 

 

Ⅱ-５．要対協の調整機関 

 

  

－ 140 －



 ◆資料２◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （一般市区町村） 
 
Ⅱ-６．要対協の会議開催数（平成 27 年度実績） 

代表者会議開催の有無と会議開催数 

 

 

実務者会議開催の有無と会議開催数 

 

 

個別ケース会議開催の有無と会議開催数 

 

 

 

  

－ 141 －



 ◆資料２◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （一般市区町村） 
 
Ⅱ-７．要対協の構成機関 

 

 

（※）児童相談所については、調査票上で選択肢の二重記載があったため、どちらかを選択していれば集計対象とした。 

  

－ 142 －



 ◆資料２◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （一般市区町村） 
 
Ⅱ-８．支援に対する主担当明確化の方法の有無 

 

 

Ⅱ-９．支援の主担当について都道府県と協議の有無 

 

 

Ⅲ-１．子ども家庭福祉行政のあり方について 

 

 

 

  

－ 143 －



 ◆資料２◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （一般市区町村） 
 
Ⅲ-２．都道府県と市区町村の役割分担 

 

 

Ⅳ-１．子ども家庭福祉の各サービスについて市区町村を実施主体とすることについて 

 

 

Ⅳ-２．措置及び利用決定の権限を担うことがふさわしい主体について 

 

 

  

－ 144 －



 ◆資料２◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （一般市区町村） 
 
Ⅳ-３．市区町村が子ども家庭福祉の実施主体となる際の課題 

 

 

Ⅴ-１．市区町村を中心とした行政実施主体に再構築することの可否 

 

 

Ⅴ-２．市区町村を中心とした行政実施主体に再構築することの必要性 

 

 

Ⅵ-１．地域包括的・継続的支援体制に一番重要な要素 

 

 

Ⅵ-２．横断的な連携や一体化を図る拠点となる機関・施設について 

 

 

－ 145 －



 ◆資料２◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （一般市区町村） 
 
Ⅵ-３．拠点となりうる機関・施設の有無 

 

 

Ⅵ-４．専門機関・施設の連携方法 

 

 

Ⅵ-５．拠点に一番重要な機能 

 

 

Ⅵ-６．特に必要と考えられる人材 

 

Ⅵ-７．人材育成について、特に必要と考えられる方法 

 

－ 146 －



 ◆資料２◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （一般市区町村） 
 

【本調査に主としてご回答いただいた方の属性】 

職名の階級 

 

 

経験年数 

 

－ 147 －



 ◆資料３◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （政令市および児童相談所設置市） 
 
Ⅰ-1 の集計は市の特定を避けるため割愛した。 

また、Ⅰ-2 は政令市・児童相談所設置市のため、11 の自治体はすべて市である。 

 

Ⅰ-３．平成 28 年 4 月 1 日現在の人口 

 

 

Ⅰ-４．平成 28 年 4 月 1 日現在の児童人口（18 歳未満人口）の割合 

 

 

Ⅰ-５．子ども家庭福祉主幹課長の職種 

 

 

Ⅱ-１．子ども家庭相談に従事している職員の人数 

 

 

Ⅱ-２．子ども家庭相談に従事している職員の人数のうち専従／兼務職員の人数 

 

 

  

－ 148 －



 ◆資料３◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （政令市および児童相談所設置市） 
 
Ⅱ-３．子ども家庭相談に従事している職員の人数のうち常勤非常勤職員の人数 

 

 

Ⅱ-４．要対協の経年年数 

 

 

Ⅱ-５．要対協の調整機関 

  

－ 149 －



 ◆資料３◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （政令市および児童相談所設置市） 
 
Ⅱ-６．要対協の会議開催数（平成 27 年度実績） 

代表者会議開催の有無と会議開催数 

 

 

実務者会議開催の有無と会議開催数 

 

 

個別ケース会議開催の有無と会議開催数 

 

 

  

－ 150 －



 ◆資料３◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （政令市および児童相談所設置市） 
 
Ⅱ-７．要対協の構成機関 

 

（※）児童相談所については、調査票上で選択肢の二重記載があったため、どちらかを選択していれば集計対象とした。 

  

－ 151 －



 ◆資料３◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （政令市および児童相談所設置市） 
 
Ⅱ-８．支援に対する主担当明確化の方法の有無 

 

 

Ⅱ-９．支援の主担当について都道府県と協議の有無 

 

 

Ⅲ-１．子ども家庭福祉行政のあり方について 

 

 

  

－ 152 －



 ◆資料３◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （政令市および児童相談所設置市） 
 
Ⅲ-２．都道府県と市区町村の役割分担 

 

 

Ⅳ-１．子ども家庭福祉の各サービスについて市区町村を実施主体とすることについて 

 

 

Ⅳ-２．措置及び利用決定の権限を担うことがふさわしい主体について 

 

  

－ 153 －



 ◆資料３◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （政令市および児童相談所設置市） 
 
Ⅳ-３．市区町村が子ども家庭福祉の実施主体となる際の課題 

 

 

Ⅴ-１．市区町村を中心とした行政実施主体に再構築することの可否 

 

 

Ⅴ-２．市区町村を中心とした行政実施主体に再構築することの必要性 

 

 

Ⅵ-１．地域包括的・継続的支援体制に一番重要な要素 

 

 

Ⅵ-２．横断的な連携や一体化を図る拠点となる機関・施設について 

 

 

－ 154 －



 ◆資料３◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （政令市および児童相談所設置市） 
 
Ⅵ-３．拠点となりうる機関・施設の有無 

 

 

Ⅵ-４．専門機関・施設の連携方法 

 

 

Ⅵ-５．拠点に一番重要な機能 

 

 

Ⅵ-６．特に必要と考えられる人材 

 

Ⅵ-７．人材育成について、特に必要と考えられる方法 

 

－ 155 －



 ◆資料３◆ 市区町村アンケート単純集計結果 （政令市および児童相談所設置市） 
 

【本調査に主としてご回答いただいた方の属性】 

職名の階級 

 

 

経験年数 

 

－ 156 －


